
 

 

   みなかみ町介護保険事業者における事故発生時の報告取扱い要綱 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、みなかみ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例（平成25年みなかみ町条例第３号）第40条、みなかみ町指定地

域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成

25年みなかみ町条例第４号）第37条、みなかみ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び

運営に関する基準を定める条例（平成30年みなかみ町条例第12号）第30条及びみなかみ

町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成27年みなかみ町条例第25

号）第28条の規定に基づき、介護保険指定事業者又は介護サービス事業者(以下「事業者」

という。)が、利用者又は入所者（以下「利用者等」という。）に対して行う介護サービ

スの提供に際し、事故（不法行為、虐待等を含む。以下同じ。）が発生した場合におい

て、みなかみ町長へ報告すべき事項及び報告手順等に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

(報告の対象となる事故) 

第２条 報告の対象となる事故は、事業者が利用者等に対する介護サービスの提供に際し

発生した事故とし、事業者側の過失の有無を問わず、次の各号のいずれかに該当するも

のとする。ただし、法律等により報告又は届出義務が定められているものについては、

この限りでない。 

 (1) 利用者等の負傷又は死亡事故その他重大な人身事故（送迎、通院等の間の交通事故

を含む。）が発生したとき。 

(2) 利用者等の食中毒又は感染症（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律（平成10年法律第114号）第６条第１項に定める感染症のうち、５類感染症を除

く。）が発生したとき又は疑われる状況が発生したとき。 

(3) 利用者等が失踪したとき又は外部へ利用者等の捜索協力を求めたとき。 

(4) 職員等（勤務する職員又は従事者をいう。）の法令違反、虐待、不祥事等が発生し

たとき。 

(5) 利用者等が病気で死亡した場合、死因その他当該病気に係る疑義により家族から説

明を求められたとき。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、報告が必要と認められる事故が発生したとき。 



 

 

(報告の手順) 

第３条 事業者は、前条に掲げる事故が発生したときは、次の手順により町長に報告する

ものとする。 

(1) 事故発生後、第一報として電話にて報告する。 

(2) 事故発生日から起算して５日以内に事故報告書（様式第１号。以下「報告書」とい

う。）に必要事項を記載し提出する。 

(3) 事故の処理の区切りがついた時点で続報として前２号に規定する報告をした後に判

明した事故の具体的な状況、発生後の経過、再発防止に向けての対策等を記載した報

告書を提出する。 

(4) 前号に規定する報告をした後に当該事故に起因した利用者等の状況が変化した場合

は、適宜報告する。 

(5) 利用者等の介護保険が他の市町村に属している場合は、当該市町村長に対して報告

する。 

(町の対応) 

第４条 町長は、報告を受けた事故の状況を把握するとともに当該事故の発生した事業者

に対して必要な対応を行うものとする。 

２ 町長は、他の市町村の介護保険指定事業者又は介護サービス事業者において事故が発

生した場合、当該利用者等が町の介護保険に属しているときは、当該介護保険指定事業

者又は介護サービス事業者に報告を求めるものとする。 

(その他) 

第５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和５年１月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１号(第４条関係) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


